
Ⅰ大都市の税財政における現状と課題

③都市的税目に乏しい市町村税

(*)税目の区分は、OECD歳入統計の区分基準による

(*)地方消費税交付金など、譲与税・交付金の配分後においても、市町村
の配分割合は12.3％にすぎない

(*)実効税率とは、①法人税・法人事業税と法人住民税で課税標準が異なること、②法人事業
税が損金算入されること、を調整したうえで、国と地方を合わせた法人所得に対する統一的な
税率水準を表したものである
(**)地方法人特別税は国税であるが、税体系の抜本改革までの暫定措置であることから道府
県税に算入している

　市町村税は、法人所得課税、消費・流通課税といった経済活動を反映する都市的税目
に乏しいため、増大する都市的財政需要に市税収入が対応しきれない大きな要因となっ
ています。

都市的税目の割合比較(平成19年度)
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